
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

五

九

号

厚
生
年
金
の
給
付
に
お
け
る
世
帯
類
型
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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者

辻

元

清
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厚
生
年
金
の
給
付
に
お
け
る
世
帯
類
型
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
は
二
〇
〇
九
年
五
月
二
六
日
、
世
帯
の
種
類
別
に
受
給
額
を
試
算
し
た
結
果
を
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
に

示
し
た
。
そ
の
結
果
、
厚
生
労
働
省
が
モ
デ
ル
世
帯
と
す
る
「
夫
が
（
厚
生
年
金
に
）
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
と
い
う
世
帯
以

外
は
、
受
給
額
が
現
役
世
代
の
手
取
り
収
入
の
五
割
を
切
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

厚
生
労
働
省
年
金
局
長
は
「
夫
が
現
役
時
代
に
主
に
正
社
員
で
あ
っ
た
世
帯
の
う
ち
、
約
六
割
の
世
帯
が
妻
が
厚
生
年
金
に

加
入
し
て
お
ら
ず
、
片
働
き
世
帯
に
分
類
さ
れ
る
と
私
ど
も
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
約
六
割
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
、
現
在
の

年
金
受
給
者
に
お
け
る
モ
デ
ル
世
帯
の
割
合
は
六
割
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
が
（
二
〇
〇
九
年
五
月
二
六
日
、
参
議
院
予

算
委
員
会
）
、
同
時
に
「
労
働
力
調
査
に
よ
り
ま
し
て
も
、
夫
が
雇
用
者
で
あ
る
世
帯
の
う
ち
、
五
二
・
五
％
、
平
成
十
九
年

の
平
均
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
五
二
・
五
％
の
一
千
十
三
万
世
帯
が
妻
が
雇
用
者
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
過
半
が
共

働
き
世
帯
と
い
う
の
が
現
役
世
代
の
傾
向
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
」
と
も
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
「
社
会
保
障
審
議
会
少

子
化
対
策
特
別
部
会

第
一
次
報
告－

次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
の
新
た
な
制
度
体
系
の
設
計
に
向
け
て－

」
（
二
〇
〇
九
年

二
月
二
四
日
）
に
お
い
て
、
「
労
働
力
調
査
」
の
結
果
を
も
と
に
、
「
従
来
は
、
共
働
き
家
庭
は
少
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
七

年
以
降
、
専
業
主
婦
世
帯
数
を
上
回
り
、
そ
の
後
も
増
加
を
続
け
て
い
る
」
と
い
う
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。一



モ
デ
ル
世
帯
が
実
態
に
即
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
年
金
制
度
の
構
造
的
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
更
な
る
国
民
不
信
を
招

く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

厚
生
年
金
に
お
け
る
モ
デ
ル
世
帯
と
は
何
か
。

二

厚
生
労
働
省
が
モ
デ
ル
世
帯
に
定
め
て
い
る
「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
世
帯
に
つ
い
て
、
下
記
�
〜
�
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
し
て
い
る
世
帯
と
い
う
認
識
で
よ
い
か
。
�
〜
�
以
外
に
「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
世
帯
の
定
義
が
あ
る
場

合
は
、
詳
細
を
示
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
歳
ま
で
に
結
婚
し
て
い
る
世
帯
。

�

夫
婦
が
同
い
年
で
あ
る
世
帯
。

�

四
〇
年
間
結
婚
生
活
を
継
続
し
て
い
る
世
帯
。

�

夫
は
四
〇
年
間
厚
生
年
金
に
加
入
し
、
妻
は
四
〇
年
間
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
。

三

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
モ
デ
ル
世
帯
に
関
し
下
記
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

現
行
制
度
の
年
金
水
準
は
、
「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
を
モ
デ
ル
世
帯
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
。

二



�

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
が
モ
デ
ル
世
帯
に
定
め
ら
れ
た
の
は
い
つ
か
。

�

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
を
モ
デ
ル
世
帯
に
定
め
た
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
が
モ
デ
ル
世
帯
に
定
め
ら
れ
た
時
点
で
、
「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
世
帯
の
、
当
時

の
総
世
帯
数
に
お
け
る
割
合
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
か
。

�

年
金
局
長
の
発
言
に
つ
い
て
、
「
夫
が
現
役
時
代
に
主
に
正
社
員
で
あ
っ
た
世
帯
の
う
ち
、
約
六
割
の
世
帯
が
妻
が
厚

生
年
金
に
加
入
し
て
お
ら
ず
」
と
い
う
世
帯
は
、
必
ず
し
も
一
の
定
義
と
一
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
致
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
モ
デ
ル
世
帯
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
い
か
が
か
。

�

政
府
は
、
現
在
は
共
働
き
家
庭
が
過
半
数
で
あ
り
、
増
え
続
け
て
い
る
と
い
う
認
識
か
。

�

政
府
は
、
現
在
も
「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
が
モ
デ
ル
世
帯
と
し
て
適
切
と
考
え
る
か
。

�

モ
デ
ル
世
帯
を
「
共
働
き
世
帯
」
に
変
更
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
の
根
拠

を
示
さ
れ
た
い
。

四

二
〇
〇
九
年
度
現
在
、
下
記
の
世
帯
に
つ
い
て
の
、
総
世
帯
数
に
お
け
る
割
合
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
。
調
査
し
て
い
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
し
て
い
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
早
急
に
調
査
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

三



�

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
婦
と
も
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
四
〇
年
加
入
、
妻
二
七
年
一
一
月
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
四
〇
年
加
入
、
妻
七
年
一
月
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
男
性
単
身
者
、
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
女
性
単
身
者
、
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

五

二
〇
五
〇
年
度
時
点
で
の
、
下
記
の
世
帯
に
つ
い
て
の
、
総
世
帯
数
に
お
け
る
割
合
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
試
算
し
て
い
る

か
。
ま
た
、
そ
の
試
算
の
根
拠
と
な
る
計
算
方
法
を
示
さ
れ
た
い
。
試
算
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
し
て
い
な
い
理
由
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
早
急
に
試
算
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

�

「
夫
四
〇
年
加
入
片
働
き
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
婦
と
も
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
四
〇
年
加
入
、
妻
二
七
年
一
一
月
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
共
働
き
で
、
夫
四
〇
年
加
入
、
妻
七
年
一
月
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

四



�

「
男
性
単
身
者
、
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

�

「
女
性
単
身
者
、
四
〇
年
加
入
」
の
世
帯
に
つ
い
て
。

右
質
問
す
る
。

五


